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令和４年６月第３回定例会は６月７日から６月28日までの22日間
開催しました。

令和４年度 一般会計補正予算

6億7,479万8千円 増額可決
（補正後の総額は204億9,586万６千円）

６月定例会報告 人 事 案 件
公平委員会委員の
選任に同意した方

人権擁護委員の
推薦に同意した方

小川　百合子 氏

瓜生　貴士 氏
栁瀨　恵子 氏

※表決が割れた議案はありませんでした。

番　　号 件　　　　名 議決結果 番　　号 件　　　　名 議決結果

議第38号
専決処分の承認を求めることについて(令
和３年度　人吉市一般会計補正予算(第
１２号))

原案承認 議第46号
人吉市国民健康保険条例の一部を改正
する条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決

議第39号 専決処分の承認を求めることについて(人
吉市税条例等の一部を改正する条例) 原案承認 議第47号 公平委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 選任同意

議第40号 専決処分の承認を求めることについて(人吉
市都市計画税条例の一部を改正する条例) 原案承認 諮第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて 推薦同意

議第41号 専決処分の承認を求めることについて(人吉市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 原案承認 諮第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて 推薦同意

議第42号 令和４年度　人吉市一般会計補正予算(第
１号) 原案可決 議第48号 令和４年度　人吉市一般会計補正予

算(第３号) 原案可決

議第43号 令和４年度　人吉市一般会計補正予算(第
２号) 原案可決 発議第８号 人吉市議会基本条例の制定について 原案可決

議第44号 令和４年度　人吉市工業用地造成事業特別
会計補正予算(第１号) 原案可決 意見第９号

適格請求書等保存方式導入に係るシ
ルバー人材センターへの適切な措置
を求める意見書

原案可決

議第45号 人吉市庁舎等移転建設審議会条例を廃止す
る条例の制定について 原案可決

付託委員会 件　　　　名 議決結果

厚生委員会 シルバー人材センターに対する支援を求め
る意見書の提出に関する陳情書 採 択

審議された議案等の議決結果

令和４年６月定例会の請願・陳情等の議決結果

●議会基本条例とは
　議会活動の理念、原則、制度などの基本的な事
項を定めている条例のことをいいます。国への権
限の集中から、地方公共団体に権限が大きく移さ
れている中、地方議会が担う役割も大きくなって
います。これに対応するため、人吉市議会でも議
会基本条例の制定を目指し、議会制度研究会で検
討を重ねてきました｡
●人吉市議会の志
　市政の意思決定機関としてその権能を最大限に
発揮できるよう、自らの果たすべき役割と責務の
重要性を改めて認識し、市民の負託に全力で応え
ていく決意で、人吉市議会の志す基本理念及び基
本方針を定め、議会の最高規範としてこの条例を
制定しました。

　人吉市議会基本条例は令和４年６月定例会の最
終日に議員発議で提案し、原案可決しました。

○条例(一部抜粋)
(議会の活動原則)
第４条　議会は、市民を代表する合議制の機関と
して、その役割を果たすため、次に掲げる原則
に基づき活動するものとする。
⑴公正性及び透明性を確保すること。
⑵市民に対する説明責務を果たすこと。
⑶市民の負託に的確に応える議会の在り方を不
断に追求し、議会の改革に継続的に取り組む
こと。

(議員の活動原則)
第５条　議員は、市民の直接選挙によって選ばれ
た公職として、自らの職責を果たすため、次に
掲げる原則に基づき活動するものとする。
⑴市政に関する市民の意思の把握に努めること｡
⑵市政の課題及び政策に関する広範な情報収集
及び調査研究に努めること。
⑶自らの資質向上のため、不断の研さんに努め
ること。

陳情書の議決結果は「採択」でした。国に意
見書を提出することが陳情内容であったこと
から、意見第９号の議案を議会最終日に提案
し、原案可決しています。意見書の詳細は５
ページに掲載しています。
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人吉市議会基本条例を制定しました

条例の全文や解説付きの条例全文を
市ホームページに掲載しています☞
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令和４年度　一般会計補正予算を承認
　総務部関係の主なものは、鉄道関連資源と他の観光

資源の相関関係等を分析・把握し、鉄道ミュージアム

MOZOCAステーション868をはじめ鉄道資源を核とし

た魅力向上の新たな施策の立案や、今後の方向性を見出

し地域経済の好循環を生み出すための戦略策定を行う委

託料。水害に備え、住まいの早期復興が図れるよう、市

内全世帯を対象に、本年10月からの保険料改定を考慮

し、水災保険の加入促進を目的として保険料の一部を助

成するものです。助成額は、水災保険を含む火災保険料

額の５分の１(１万円を上限)、対象期間は令和４年10月

１日から令和７年度末までとし、当期間内に１回の助成

とするとの説明があっております。

　委員から、｢助成金対象となる条件等はあるのか｣との

質疑に、｢本市に住民票があり住居を持っている方。市

税等を滞納されていない方。保険料が上がる10月１日以

降で令和８年３月31日までに契約した方が対象である｣

との答弁があっております。

　教育部の主なものは、小・中学校の児童・生徒の自宅

へのパソコン持ち帰り開始に向けた保存用ケース及び充

電アダプターの購入費用や、東間小学校において日常的

に車椅子を使用する児童などに配慮した多目的トイレや

シャワー室の設置、バリアフリー改修工事費。令和２年

７月豪雨により被災した、東西コミュニティセンターの

災害復旧工事費などです。

人吉市庁舎等移転建設審議会条例を廃止する条

例を承認
　市長の諮問に応じて、新市庁舎の建設計画に伴う、庁

舎等の建設位置や、庁舎等の規模及び機能に関すること

などについて、調査審議し、答申を行う審議会に係る人

吉市庁舎等移転建設審議会条例を、新市庁舎が完成し、

供用開始したことから、同審議会の所期の目的は果たさ

れたものとして、同条例を廃止するものです。

総務文教委員会報告 ●委員長　宮原 将志　　　●副委員長　宮﨑 保
●委　員　松村 太・犬童 利夫・西 信八郎

令和３年度一般会計補正予算を承認
　令和２年７月豪雨災害の災害救助費負担金の精算金
の確定に伴い災害救助費２億3,963万３千円を減額。ま
た、災害廃棄物仮置場が令和３年12月に閉鎖したため
塵芥処理費委託料11億9,906万６千円を減額したもので
す。
条例の改正４件を承認
　国の法律等の改正に伴い市税条例等の一部を改正され
たものなどの３件と、国民健康保険においては国の財政
支援期間延長に合わせて、新型コロナウイルス感染症に
係る傷病手当金の適用期間が９月30日までに延長されま
した。
令和４年度一般会計補正予算を承認
　保健センター費の使用料及び賃借料374万円の増額補
正は、保健センター空調設備の不具合による空調機リー
スに係る経費です。
　委員から｢エアコンリース料は市が負担する経費なの
か。貸主が負担するものではないか｣などの質疑があり
「貸主に空調設備の修繕を依頼したが高額となるため抜
本的な修繕に至っていない。乳幼児健診等での来庁者の
ために市がエアコンをリースして短期間設置するもの」

との答弁がありました。これについては、別日に厚生委
員会協議会を開催し契約内容やこれまでの設備等の経費
負担等について詳しい説明を受けたうえで、執行部に対
して｢今後は適切な時期に予算提案を行って頂きたい｣旨
の注意喚起と｢保健センターを利用される方のため、早
期にエアコン設置を｣との申し入れを行いました。
陳情書を採択
　｢シルバー人材センターに対する支援を求める意見書
の提出に関する陳情書｣は、公益社団法人人吉市シル
バー人材センターから提出されたものです。内容は、令
和５年10月に導入予定の消費税の適格請求書等保存方式
について、シルバー人材センターが安定的に事業運営で
きる措置を求める意見書を国へ提出するよう求めるもの
です。
　審査の過程で委員から｢発注者は消費税込みで払って
いるのであるから、シルバー人材センターは消費税を払
うべきでは｣、｢シルバー人材センターの会員の方を応援
したいので、この陳情については採択したい｣さらに｢シ
ルバー人材センターの業態を再度精査されるよう努めて
もらいたい｣などの意見がありました。

厚 生 委 員 会 報 告 ●委員長　高瀬 堅一　　　●副委員長　本村 令斗
●委　員　徳川 禎郁・池田 芳隆・平田 清吉・井上 光浩

東間小学校　多目的トイレバ
リアフリー改修工事現地視察

東西コミュニティセンター
災害復旧工事現地視察
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専決処分１件、予算案件２件を承認

　専決処分の主なものは、繰越明許費補正の追加で、商工

費「まち・ひと・しごと総合交流館整備事業」のレンタル

キッチン用の備品について、製品の部品の入手が困難とな

り、事業費の一部（68万９千円）を繰り越すものです。

委員から、｢レンタルキッチン用の備品とは何か｣との質疑

に、｢真空包装機１台分で、半導体の入手が困難になった

ため｣との答弁がありました。債務負担行為補正の追加で

は、ＪＲ人吉駅構内の観光案内所の賃貸契約について、期

間を令和３年度から令和６年度、限度額を119万９千円に

設定するものです。委員から観光案内所の現状について質

疑がありました。

　予算案件の１件は、｢令和４年度人吉市一般会計補正予

算｣で主なものは、農業費の償還金で、｢環境保全型農業直

接支払金返還金｣です。これは国・県の指導により、交付

金66万２千円の返還を求めることとなったものです。委

員から｢最終的には誰が負担するのか｣等の質疑がなされ、

｢協議会にお願いすることになる。解散したところは、個

人が特定できる場合には、個人に請求することは可能との

市の顧問弁護士の見解もいただいている｣との答弁があっ

ております。観光費の補助金で1,100万円は「人吉温泉観

光協会補助金(宿泊支援事業)」で、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用する事業で、宿泊割引

キャンペーンに対する補助金です。土木費の公有財産購入

費の１億9,320万円は｢災害公営住宅第２候補地｣の用地取

得費です。

　もう１件の予算案件は｢令和４年度人吉市工業用地造成

事業特別会計補正予算｣で、中核工業用地測量業務委託料

で、550万円を増額するものです。これは工業用地の売却

に向けた準備をするものです。

経済建設委員会報告 ●委員長　田中 哲　　●副委員長　牛塚 孝浩
●委　員　西 洋子・豊永 貞夫・福屋 法晴・大塚 則男

｢線状降水帯｣の予測情報６月１日より開始

　令和４年６月８日(水)に開催した本特別委員会は、熊本

地方気象台の内山久人次長、松尾一弘予報官に、「今年の

梅雨の見通しや各種情報の改善等について」説明いただき

審査いたしました。

１．今年の梅雨の見通し

　向こう３か月の気温は平年並みか、高い。また降水量

は、ほぼ平年並みで、６月は平年並みか多い。

２．線状降水帯の予測情報の提供

　まず線状降水帯とは次々と発生した積乱雲の列、数時間

にわたって同じ場所を通過・停滞、線状にのびる長さ数百

キロメートル、幅数十キロメートルの強い降水を伴う雨域

を言う。令和２年７月３～４日の熊本県を中心とした大雨

は、大量の下層の水蒸気が流入し、風上側で次々と発生し

た積乱雲が組織化した線状降水帯によってもたらされたも

の。

治水・防災に関する特別委員会報告
●委員長　田中 哲　　●副委員長　池田 芳隆　　●委　員　全議員

　令和４年６月１日より「顕著な大雨に関する気象情報」

の発表基準を満たすような、線状降水帯による大雨の可能

性がある程度高い場合、半日程度前から地方予報区単位等

で注意を呼びかけるとのことでした。

３．地震情報の改善について

　日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に対する津波警報に

ついて、南海トラフ地震について、人吉盆地南縁断層の想

定について説明がありました。

４．警戒レベルと防災気象情報について

　段階的に発表される防災気象情報と対応する行動、早期

注意情報、警報・注意報、土砂災害警戒情報、記録的短時

間大雨情報、顕著な大雨に関する気象情報、それにキキク

ル(危険度分布)の活用について説明がありました。

　質疑応答では、洪水時の氾濫発生情報について、線状降

水帯の発生メカニズムについて、人吉盆地南縁断層につい

て、台風の発生予測について等多くの質疑がありました。
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　第11回の特別委員会では｢中心市街地地区(被災市街地
復興推進地域)の整備方針(案)について｣審査を行いまし
た。
　中心市街地地区における道路や公園等の基盤整備の方
針案や事業手法案等について説明があり、事業手法につ
いては、山田川の堤防強化と連携した避難路・避難地の
整備、それと共に未接道の敷地とくぼ地の解消を実現す
るために、約1.2ヘクタールの区域に土地区画整理事業
の区域を設定し、基盤整備を進めていきたいとの説明が
ありました。
　委員から､「新温泉付近のくぼ地の解消方法につい
て」の質疑があり、｢くぼ地については、面的な整備に
より、かさ上げを行うことで解消する。今後、設計を入
れ詳細に検討していきたい｣との答弁がありました。
　第12回の特別委員会においては｢大柿地区における今
後の住まいとコミュニティについて～第２回懇談会開催
の状況｣と｢人吉市復興まちづくり計画の進捗について
(青井地区・中心市街地地区)｣について審査を行いまし
た。
　大柿地区については、懇談会での住民の意見や懇談会

で紹介した防災集団移転促進事業などについて説明があ
りました。
　委員から、｢国からの遊水地についての説明は｣との質
疑があり、｢今のところ国のほうから説明会をする予定
はないが、市として、国と定例的に話合いをしており、
遊水地そのものに対する疑問というのが住民からあると
いうのは伝えている。国のスタンスとしては、危ない地
区という形で市が移転を求め、まずそこで合意形成を
図っていただきたいと提案を受けている｣との答弁があ
りました。
　その答弁を受け、遊水地についての詳細な説明がない
と、先には進まない。国に詳細な説明を行ってもらうよ
う求める意見が出されました。
　復興まちづくり計画の進捗については、青井地区で
の、青井復興まちづくり推進協議会の設置や用地先行買
収について、中心市街地地区においては、紺屋町の土地
区画整理事業区域内の土地所有者の方々への意向調査の
結果などについて説明があり、まちづくり推進協議会の
委員には、若い方や女性の方も多く入れていただきたい
との意見が出されました。

復興のまちづくりに関する特別委員会報告
●委員長　宮原 将志　　●副委員長　西 洋子　　●委　員　全議員

国の関係機関へ意見書を提出
適格請求書等保存方式導入に係るシルバー人材センターへの適切な措置を求める意見書
　シルバー人材センター（以下「センター」という｡）は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基
づき設立された団体で、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高年齢者の社会
参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては、地域社会の活性化、医療費や介護
費用の削減などに貢献している。
　令和５年10月に、消費税において適格請求書等保存方式が導入される予定となっている。同制度が導
入されると、免税事業者であるセンターの会員は、インボイスを発行することができないことから、セン
ターは仕入額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税しなければならないという問題が発生す
る。
　消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消
費税の納税義務が免除されているところである。少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減
少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるためには、センターの会員への配分
金については、「適格請求書を交付することが困難な取引として交付義務を免除し、一定
の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れ控除が認められる」適用除外等の措置を講ずる
必要がある。
　よって、国におかれては、適格請求書等保存方式導入にあたり、シルバー人材センター
の会員への配分金について適用除外とする等の措置を講じられるよう強く要望する。

意見書は、令和４年６月28日付けで関係機関へ提出しました。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣です。
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　一般質問とは、年４回行われる定例会で、議員が市に対して政策の見直しや新たな政策を提
言する議員の重要な活動の一つです。
　６月定例会では、６月14日から16日までの３日間で14人の議員が登壇し、さまざまな視点
から活発な議論が行われました。
　その要旨を各議員が報告します。掲載は質問順としています。
　各議員の項目にあるQRコードをスマートフォン等の専用アプリで読み取ると、一般質問の
録画画像がご覧いただけます。

～市政の内容を問う～
一 般質問

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

　

ペ
ッ
ト
同
伴
や
、
要
介
護
者
等
に
配
慮
し
た
避
難

所
は
出
来
て
い
る
の
か
。

　

ペ
ッ
ト
同
伴
避
難
所
の
指
定
は
出
来
て
い
な
い
。

要
介
護
者
な
ど
へ
の
対
応
は
８
指
定
避
難
所
で
整
備

し
、
第
一
中
学
校
に
乳
幼
児
避
難
所
も
開
設
し
た
。

　

く
ま
リ
ば
の
温
泉
復
旧
計
画
と
併
せ
、
相
良
藩
下

屋
敷
跡
地
で
あ
る
こ
と
を
磨
き
上
げ
て
、
観
光
施
設

化
で
き
な
い
か
。

　

温
泉
は
利
便
性
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
抑
え
る

よ
う
検
討
し
、
原
形
復
旧
し
た
い
。
観
光
施
設
と
し

て
は
、
石
碑
へ
の
導
線
確
保
と
相
良
藩
の
ス
ト
ー

リ
ー
に
重
き
を
置
き
発
信
し
て
い
き
た
い
。

　

Ｊ
Ｒ
肥
薩
線
復
旧
後
の
自
治
体
負
担
軽
減
策
に
つ

い
て
市
長
の
考
え
は
。

　

鉄
道
そ
の
も
の
の
魅
力
創
出
に
よ
り
、
稼
げ
る
路

線
の
実
現
に
向
け
、
関
係
自
治
体
と
も
議
論
を
重
ね

て
い
き
た
い
。

※
他
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
質
し
た
。

指
定
避
難
所
の
整
備
、

観
光
戦
略
に
つ
い
て　

他

牛塚　孝浩

動 画 視 聴

問問問 答答答

　

所
有
者
と
管
理
者
は
誰
か
。

　

所
有
者
は
Ｊ
Ｒ
九
州
で
、
市
へ
無
償
で
貸
与
い
た

だ
い
て
い
る
。
管
理
者
は
教
育
委
員
会
。
清
掃
等
の

委
託
は
矢
岳
町
内
会
に
お
願
い
し
て
い
る
。

　

ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
に
関
す
る
調
査
内
容
と
実
施
時

期
、
現
在
の
安
全
性
は
。

　

調
査
は
依
頼
中
。
調
査
箇
所
は
Ｊ
Ｒ
九
州
か
ら
指

示
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
な
る
。
平
成
17
年
に
行
っ
た

調
査
で
は
今
の
と
こ
ろ
心
配
な
い
と
の
こ
と
。

　

現
在
の
姿
は
見
る
も
無
残
だ
が
ど
の
よ
う
に
管
理

さ
れ
て
い
た
か
。
ま
た
こ
れ
か
ら
ど
う
管
理
し
、
利

活
用
す
る
か
。

　

日
々
の
管
理
は
、
清
掃
や
簡
単
な
防ぼ
う
し
ょ
う錆
処
理
な
ど

を
実
施
し
て
い
る
。
今
後
は
展
示
館
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

設
備
の
修
繕
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｄ
51
は
歴

史
的
価
値
が
あ
る
物
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
で
適
切

な
保
存
に
努
め
た
い
。

矢
岳
駅
で
展
示
中
の

Ｄ
51
蒸
気
機
関
車
の
管
理

西　　洋子

動 画 視 聴

問問問 答答答

一
般
質
問
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世
界
的
な
物
価
高
騰
に
よ
り
、
給
食
費
の
値
上
げ

を
す
る
自
治
体
が
出
て
き
て
い
る
。
国
の
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
、
給
食
費

へ
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
と
、
今
後
の
給
食
費
値

上
げ
に
つ
い
て
の
考
え
は
。　
　

　

交
付
金
に
つ
い
て
は
国
か
ら
の
通
達
が
出
た
の

で
、
現
在
、
高
騰
す
る
食
材
費
に
活
用
す
る
検
討
を

し
て
い
る
。
ま
た
、
値
上
げ
に
つ
い
て
は
今
後
の
食

材
高
騰
次
第
で
、
学
校
給
食
費
検
討
委
員
会
を
立
ち

上
げ
て
協
議
・
決
定
す
る
。

　

復
興
計
画
で
、
中
神
・
大
柿
地
区
は
遊
水
地
や
集

団
移
転
、
中
心
市
街
地
は
堤
防
強
化
や
く
ぼ
地
改
善

の
計
画
だ
が
、
青
井
地
区
も
土
地
嵩
上
げ
の
安
全
対

策
実
施
後
に
区
画
整
理
で
き
な
い
の
か
。

　

球
磨
川
水
系
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
治

水
対
策
を
踏
ま
え
、
避
難
路
・
避
難
地
の
整
備
も
実

施
し
て
い
く
。

学
校
給
食
値
上
げ
と
青
井
地
区
の

安
全
度
に
つ
い
て

豊永　貞夫

動 画 視 聴

問問 答答

　

現
在
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨
災
害
か
ら
２
年
を
経

過
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
応
急
仮
設
住
宅
へ
の
入

居
状
況
は
。

　

建
設
型
仮
設
住
宅
で
は
、
最
大
入
居
時
が
３
４
５

世
帯
７
６
５
人
、
本
年
５
月
末
時
点
で
は
２
４
９
世

帯
５
１
８
人
が
入
居
中
。
市
営
住
宅
で
は
最
大
入
居

時
が
１
５
４
世
帯
３
０
２
人
、
本
年
５
月
末
時
点
で

は
１
１
０
世
帯
１
８
９
人
が
入
居
中
。
み
な
し
仮
設

住
宅
で
は
最
大
入
居
時
が
５
０
９
世
帯
１
１
２
５

人
、
本
年
５
月
末
時
点
で
は
３
２
３
世
帯
６
７
１
人

が
入
居
さ
れ
て
い
る
。

　

国
の
流
域
治
水
対
策
に
お
け
る
遊
水
地
計
画
に
つ

い
て
、
本
市
の
進
め
方
は
。　

　

大
柿
地
区
に
お
い
て
は
一
部
分
居
住
地
と
農
地
が

残
る
が
、
住
民
へ
の
安
心
・
安
全
を
担
保
で
き
な
い

た
め
、
全
地
区
住
民
が
地
区
内
の
高
台
へ
の
移
転
か
、

他
地
域
へ
の
集
団
移
転
を
考
え
て
い
る
。

復
興
ま
ち
づ
く
り
の
現
状
と

遊
水
地
計
画
の
進
め
方

平田　清吉

動 画 視 聴

問問 答答

　

市
営
住
宅
の
扉
・
駐
輪
場
を
は
じ
め
と
す
る
安
全

確
認
及
び
対
策
は
。

　

人
吉
市
公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ
き
、

階
段
、
手
摺
り
の
措
置
・
不
具
合
と
感
じ
る
ド
ア
ク

ロ
ー
ザ
ー
は
、
計
画
的
に
取
り
替
え
て
い
る
。
熊
田

口
団
地
を
は
じ
め
危
険
性
の
高
い
駐
輪
場
は
撤
去
・

改
築
ま
た
は
修
繕
で
対
応
。

　

今
後
は
既
存
の
市
営
住
宅
に
、
災
害
公
営
住
宅
、

建
設
型
応
急
住
宅
の
利
活
用
戸
数
が
増
え
る
こ
と
に

な
る
。
今
後
の
管
理
は
ど
う
し
て
い
く
の
か
。

　

被
災
者
の
状
況
や
要
望
を
踏
ま
え
、
長
寿
命
化
計

画
の
中
で
、
人
口
推
計
や
財
政
規
模
に
即
し
た
管
理

戸
数
を
目
指
し
、
居
住
に
適
さ
な
い
住
宅
の
用
途
廃

止
を
進
め
、
統
廃
合
・
建
て
替
え
・
改
修
な
ど
検
討

し
た
い
。

※
そ
の
他
、
農
業
委
員
会
事
務
局
を
西
間
別
館
に
移
転
設

置
を
要
望
し
ま
し
た
。

市
営
住
宅
の
安
全
管
理
に
つ
い
て

福屋　法晴

動 画 視 聴

問問 答答

一
般
質
問
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新
庁
舎
に
お
い
て
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
、
案
内
板
や
ト

イ
レ
等
の
点
字
表
記
な
ど
の
視
覚
障
害
者
へ
の
合
理

的
配
慮
に
つ
い
て
市
の
考
え
は
。

　

内
部
で
協
議
・
検
討
し
、
可
能
な
こ
と
か
ら
随
時

対
応
し
て
い
き
た
い
。
受
付
は
、
市
民
課
に
お
い
て

内
容
の
確
認
を
し
、
担
当
職
員
へ
つ
な
ぐ
、
ま
た
は

部
署
ま
で
案
内
す
る
な
ど
親
切
丁
寧
な
対
応
を
努
め

て
ま
い
り
た
い
。　

　

熊
本
県
の
条
例
制
定
を
受
け
、
本
市
の
手
話
言
語

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
市
長
の
考
え
は
。

　

ろ
う
者
が
手
話
を
使
用
し
て
安
心
し
て
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
は
手
話
が
言
語
で

あ
る
と
市
民
が
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え

る
。
今
年
度
内
の
制
定
を
目
指
し
た
い
。

※
他
、
男
性
ト
イ
レ
へ
の
汚
物
入
れ
の
設
置
、
自
治
体
Ｄ

Ｘ
等
に
つ
い
て
質
し
た
。

新
市
庁
舎
に
お
け
る

合
理
的
配
慮
に
つ
い
て　

他

徳川　禎郁

動 画 視 聴

問問 答答

　

帰
郷
を
希
望
す
る
再
建
済
み
被
災
者
か
ら
の
相
談

は
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
支
援
策
は
あ
る
の
か
。

　

被
災
者
支
援
対
策
課
及
び
地
域
支
え
合
い
セ
ン

タ
ー
で
は
、
相
談
は
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、
市

外
で
再
建
さ
れ
た
際
、
被
災
者
生
活
支
援
金
等
の
再

建
支
援
策
を
申
請
・
受
給
さ
れ
て
い
る
被
災
者
に
対

し
て
、
現
行
制
度
上
で
は
更
な
る
支
援
制
度
は
な
い
。

　

被
災
住
宅
分
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
延

長
は
行
わ
れ
る
の
か
。

　

意
向
調
査
で
は
、
建
築
費
高
騰
等
に
よ
り
、
再
建

計
画
を
立
て
づ
ら
い
被
災
者
が
数
多
く
い
る
こ
と
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
特
例
措
置
が
外
れ
た
場
合
、

被
災
者
に
新
た
な
負
担
増
と
な
り
、
生
活
再
建
の
遅

延
が
危
惧
さ
れ
る
の
で
、
県
か
ら
国
に
対
し
適
用
期

間
の
延
長
を
要
望
し
て
も
ら
っ
た
。

令
和
２
年
７
月
豪
雨
の

被
災
者
支
援
に
つ
い
て

池田　芳隆

動 画 視 聴

問問 答答

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
の
中
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
核

使
用
の
恫
喝
で
、
核
抑
止
の
声
が
出
て
い
る
。
真
剣

に
人
類
の
安
全
保
障
を
考
え
る
な
ら
、
核
兵
器
を
廃

絶
す
る
の
が
一
番
だ
と
思
わ
な
い
か
。

　

核
兵
器
の
廃
絶
は
理
想
で
あ
り
、
我
々
の
住
む
地

球
や
全
人
類
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

原
爆
パ
ネ
ル
展
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
今

後
も
続
け
る
べ
き
で
は
。

　

継
続
し
て
実
施
し
た
い
。

　

球
磨
川
流
域
復
興
基
金
交
付
金
に
、
高
台
移
転
や

家
屋
嵩
上
げ
、
ピ
ロ
テ
ィ
化
へ
の
助
成
が
新
設
さ
れ

た
。
こ
の
事
業
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
は
。

　

水
害
対
策
や
人
口
減
少
対
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る

様
々
な
方
策
の
一
つ
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
事
業
化

す
る
な
ら
ど
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
可
能
な
の
か
、

今
後
調
査
や
検
討
を
し
て
い
く
。

原
爆
パ
ネ
ル
展
の
継
続
を　

他

本村　令斗

動 画 視 聴

問問問 答答答

一
般
質
問
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球
磨
川
無
堤
地
区
に
つ
い
て
、
七
地
町
側
の
堤
防

整
備
と
堆
積
土
砂
対
策
は
。

　

国
交
省
八
代
河
川
国
道
事
務
所
に
よ
る
と
、
七
地

町
側
は
後
背
地
に
家
屋
が
無
く
、
医
療
機
関
が
立
地

し
て
い
る
箇
所
は
計
画
高
水
位
よ
り
も
高
い
所
に
位

置
し
て
い
る
の
で
堤
防
建
設
の
計
画
は
無
い
。
河
道

掘
削
は
、
上
下
流
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
必
要
に
応

じ
実
施
予
定
。

　

球
磨
川
本
川
で
数
百
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
る
無
堤
地

区
は
他
に
な
い
。
球
磨
川
水
系
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
取
り
入
れ
る
よ
う
強
く
要
望
で
き
な
い
か
。

　

住
民
の
一
日
も
早
い
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
実

現
に
向
け
要
望
し
た
い
。

　

河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
地
権
者
の
意
向
と

整
備
場
所
と
時
期
は
。

　

下
薩
摩
瀬
地
区
を
候
補
地
に
、
地
権
者
の
８
割
の

方
が
整
備
を
希
望
。
令
和
５
年
度
か
ら
用
地
協
議
に

入
り
た
い
。

七
地
町
の
堤
防
整
備
と

河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

田中　　哲

動 画 視 聴

問問問 答答答

　

被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
に
つ
い
て
、
２
年
間

の
建
築
制
限
の
効
果
は
。

　

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
災
害
を

受
け
た
市
街
地
の
健
全
な
復
興
を
図
る
た
め
、
必
要

最
小
限
の
建
築
行
為
の
制
限
、
良
好
な
市
街
地
の
形

成
と
都
市
機
能
の
更
新
を
図
る
も
の
。
中
心
市
街
地

で
は
、
令
和
３
年
10
月
か
ら
事
業
計
画
検
討
会
や
戸

別
訪
問
で
の
意
向
調
査
を
実
施
、
令
和
４
年
２
月
、

３
月
に
は
、
山
田
川
の
整
備
と
一
体
と
な
る
ま
ち
づ

く
り
の
懇
談
会
を
行
い
住
民
の
皆
様
と
検
討
を
重
ね

て
き
た
。
本
年
４
月
の
検
討
会
で
は
、
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き
事
業
方
針
を
示
し
、

整
備
す
べ
き
主
な
機
能
に
つ
い
て
提
案
し
た
。
５
月

の
戸
別
訪
問
で
は
、
対
象
権
利
者
８
割
の
方
か
ら
理

解
が
得
ら
れ
た
。
今
後
も
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
事

業
推
進
に
努
め
た
い
。

　

令
和
２
年
７
月
豪
雨
の
被
災
農
地
と
農
業
用
施
設

の
被
災
、
復
旧
の
状
況
は
。

　

被
災
農
地
が
１
４
２
件
の
１
３
９
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

農
業
用
施
設
の
被
災
が
２
０
１
件
。
中
神
・
大
柿
・

小
柿
地
区
は
復
旧
工
事
が
完
了
。
林
・
戸
越
・
七
地

地
区
は
工
事
中
で
永
野
地
区
は
工
事
準
備
中
、
施
設

は
59
件
が
完
了
し
て
い
る
。

　

不
調
不
落
の
件
数
と
対
策
は
。

　

令
和
３
年
度
発
注
し
た
78
件
中
不
調
が
28
件
あ
っ

た
。
受
注
者
の
工
事
体
制
整
備
を
図
り
、
円
滑
な
施

工
を
確
保
す
る
た
め
、
余
裕
期
間
（
90
日
以
内
）
を

見
込
ん
だ
早
期
契
約
制
の
導
入
を
採
用
。

　

営
農
者
自
身
で
自
力
復
旧
さ
れ
て
い
る
方
に
、
何

か
補
助
は
な
い
の
か
。

　

県
の
復
興
基
金
を
活
用
し
た
自
力
復
旧
支
援
事
業

を
、
令
和
４
年
３
月
末
ま
で
実
施
。
令
和
４
年
度
も

引
き
続
き
補
助
で
き
る
よ
う
要
望
し
て
い
き
た
い
。

復
興
推
進
市
街
地
２
年
間

建
築
制
限
の
効
果
は

被
災
農
地
状
況
と

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

大塚　則男

宮﨑　　保

動 画 視 聴

動 画 視 聴

問

問問問

答

答答答

一
般
質
問
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平
成
29
年
策
定
の
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
、
そ

の
後
、
組
織
改
革
な
ど
を
反
映
し
た
改
正
は
行
わ
れ

て
い
る
か
。

　

改
正
は
行
っ
て
い
な
い
状
況
。
今
後
災
害
対
策
本

部
機
能
を
新
市
庁
舎
へ
移
転
し
た
の
で
、
全
組
織
を

挙
げ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
喫
緊
の
課
題
と
し

て
早
急
に
見
直
し
を
行
い
た
い
。

　

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難
に
関
す
る
個
別
計
画

及
び
浸
水
想
定
区
域
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
要
配

慮
者
利
用
施
設
の
避
難
計
画
の
作
成
状
況
は
。

　

地
域
の
方
々
に
情
報
の
提
供
を
い
た
だ
き
個
別
計

画
は
作
成
し
て
い
る
。
要
配
慮
者
施
設
は
浸
水
想
定

区
域
に
61
施
設
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
11
施
設
が

あ
り
、
全
て
の
施
設
で
作
成
済
み
。

※
そ
の
他
、
新
市
庁
舎
の
火
災
予
防
な
ど
防
火
管
理
計
画

と
市
内
の
農
地
利
用
に
関
す
る
地
域
計
画
に
つ
い
て
質

し
た
。

人
吉
市
業
務
継
続
計
画
の

改
正
等
に
つ
い
て

犬童　利夫

動 画 視 聴

問問 答答

　

学
校
の
働
き
方
改
革
の
こ
れ
か
ら
は
。

　

長
時
間
勤
務
の
主
な
要
因
の
部
活
動
に
つ
い
て

は
、
地
域
単
位
で
の
取
り
組
み
に
進
め
る
べ
き
と
考

え
る
。

　

介
護
制
度
を
利
用
す
る
中
で
介
護
者
家
族
支
援
の

状
況
は
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
専
門
職
が
相
談
対
応

し
、
内
容
に
よ
り
専
門
窓
口
に
つ
な
い
で
い
る
。
在

宅
介
護
に
伴
う
介
護
者
の
負
担
緩
和
が
課
題
。
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
家
族
視
点
の
満
足
度
を
判
断
で
き
る

項
目
を
追
加
し
、
介
護
保
険
事
業
計
画
に
反
映
さ
せ
、

よ
り
利
用
し
や
す
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
る
。

　

災
害
対
応
で
避
難
路
整
備
状
況
は
。

　

人
吉
市
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
基
づ
き
、
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
の
支
援
を
受
け
避
難
路
を
精
査
し
て
い

る
と
こ
ろ
。
地
区
懇
談
会
や
住
民
の
皆
様
か
ら
の
意

見
は
避
難
路
整
備
に
活
用
し
て
い
く
。

学
校
の
働
き
方
改
革
・

介
護
者
家
族
支
援
状
況　

他

松村　　太

動 画 視 聴

問問問 答答答

　

現
在
の
か
わ
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
中
心
市
街
地

や
青
井
地
区
が
計
画
エ
リ
ア
と
な
っ
て
い
る
が
、
ま

ち
全
体
を
通
し
た
か
わ
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

は
。

　

災
害
か
ら
の
復
興
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
ち
全

体
を
通
し
た
か
わ
ま
ち
づ
く
り
の
考
え
方
は
重
要
で

あ
る
。
協
議
会
で
、
エ
リ
ア
の
拡
大
も
含
め
て
、
計

画
の
登
録
変
更
等
に
取
り
組
み
た
い
。

　

休
日
の
中
学
校
部
活
動
が
、
令
和
５
年
度
か
ら
段

階
的
に
地
域
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
市
の

方
針
は
。

　

今
後
、
国
や
熊
本
県
の
方
針
が
示
さ
れ
る
と
思
う

が
、
生
徒
目
線
で
の
改
革
を
推
進
し
て
い
く
よ
う
検

討
し
た
い
。

　

通
学
路
の
安
全
対
策
が
、
あ
ま
り
進
ん
で
な
い
。

今
後
の
安
全
対
策
は
。

　

関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
国
の
補
助
制
度
等
を

活
用
し
な
が
ら
ハ
ー
ド
対
策
等
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。

球
磨
川
を
活
か
し
た

復
興
ま
ち
づ
く
り　

他

宮原　将志

動 画 視 聴

問問問 答答答

一
般
質
問
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令和３年度政務活動費収支報告書
　政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として地方自治法で交付が
認められているものです。
　令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、例年より返還金額が増加しました。

注）・政務活動費の交付を受けた現職の議員を掲載しています。
・政務活動費の交付額は月額１万円。（行財政健全化計画に伴い、令和２年度から令和４年度まで、月額
２万円を１万円に減額。）
・収支報告書には金額の多寡を問わず領収書の写しを添えて提出することとなっています。	
・支出額が収入額を上回っても交付額の増額はありません｡支出額が収入額を下回った場合は残余を全額
返還しなければなりません。

氏　名 収　入

支　　　　　　　　　　出

調　査
研究費 研修費 広報費 広聴費

要請・
陳　情
活動費

会議費 資　料
作成費

資　料
購入費 人件費 事務所費 合　計

松村　太 120,000 53,281 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 58,281

徳川禎郁 120,000 53,281 25,500 24,902 0 0 0 0 12,540 0 0 116,223

池田芳隆 120,000 0 0 0 0 0 0 0 2,970 0 0 2,970

牛塚孝浩 120,000 0 7,660 86,239 0 0 0 0 123,650 0 0 217,549

西　洋子 120,000 0 0 88,000 0 0 0 0 4,950 0 0 92,950

宮原将志 120,000 54,264 0 48,253 0 0 0 0 18,898 0 0 121,415

高瀬堅一 120,000 0 0 0 0 0 0 0 18,150 0 0 18,150

宮﨑　保 120,000 0 0 94,050 0 0 0 0 8,400 0 0 102,450

平田清吉 120,000 54,283 8,970 12,234 0 0 0 0 55,150 0 0 118.403

犬童利夫 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井上光浩 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊永貞夫 120,000 0 0 5,040 0 0 0 7,395 18,160 0 0 30,595

福屋法晴 120,000 53,283 0 0 0 0 0 0 13,200 0 0 66,483

本村令斗 120,000 0 0 9,525 0 0 0 0 15,086 0 150,000 174,611

田中　哲 120,000 54,283 0 42,196 0 0 0 9,840 0 0 0 106,319

大塚則男 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西　信八郎 120,000 54,283 0 0 0 0 0 0 27,094 0 0 81,377

合　　計 2,040,000 376,958 47,130 398,205 0 0 0 17,235 318,248 0 150,000 1,307,776




